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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
 (注)１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載 

  しておりません。 

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま 

  せん。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第142期

第１四半期連結 
累計期間

第143期
第１四半期連結 

累計期間
第142期

会計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日

自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

売上高 (百万円) 36,550 38,416 148,578 

経常利益 (百万円) 5,524 6,508 15,873 

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,653 4,259 10,975 

四半期包括利益 
又は包括利益 

(百万円) 3,832 3,756 11,479 

純資産額 (百万円) 114,040 119,554 119,645 

総資産額 (百万円) 180,267 185,271 190,113 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 21.48 25.14 64.52 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 62.7 64.0 62.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 5,238 5,786 21,903 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,168 △2,837 △9,879

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,559 △10,456 △5,180

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 20,622 20,275 27,906 
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当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。 

なお、前第２四半期連結会計期間より、報告セグメントを変更しております。詳細は、「第一部 第４ 

経理の状況 １．四半期連結財務諸表（セグメント情報等）セグメント情報 Ⅱ  当第１四半期連結累計期

間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) ２．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参

照ください。 

  

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）の国内経済は、歴史的な円高、欧

州財政危機に端を発する世界経済の減速などの厳しい輸出環境が続きましたが、東日本大震災からの復興

需要などを背景として、企業収益および設備投資に緩やかな持ち直しの動きも見られました。 

  このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高384億16百万円（前年同期

比18億65百万円増）、営業利益63億40百万円（同11億27百万円増）、四半期純利益42億59百万円（同６億

６百万円増）となりました。 

  セグメント別概況は以下のとおりであります。 

  

 化学品事業 

  基礎化学品は、アンモニア、尿素、硫酸が堅調に推移したものの、メラミン（合板用接着剤原料等）の

海外需要は低迷し、減収となりました。また、ファインケミカルは、「テピック」（封止材用等特殊エポ

キシ）の粉体塗料用硬化剤向けの販売が落ち込んだことなどにより、売上が前年を下回りました。この結

果、当事業の売上高は91億48百万円（前年同期比２億27百万円減）、営業利益は７億66百万円（同２億22

百万円減）となりました。 

  

 機能性材料事業 

  「サンエバー」（液晶表示用材料ポリイミド）の販売は、スマートフォンおよびタブレットＰＣ用に加

え、テレビ用液晶パネル向けが増加しました。一方、BARC（半導体用反射防止コーティング材）、「スノ

ーテックス」（電子材料用研磨剤、各種表面処理剤等）は、主要ユーザーの稼働率が前年の水準に戻るま

でには至らず、減収となりました。この結果、当事業の売上高は、94億73百万円（前年同期比７億92百万

円増）、営業利益は21億22百万円（同４億55百万円増）となりました。 

  

 農業化学品事業 

  販売競争の激化により「シリウス」（水稲用除草剤）の販売は減少しましたが、「ラウンドアップ」

（非選択性茎葉処理除草剤）が好調に推移したこと、さらに「チフルザミド」（殺菌剤）、「サンマイ

ト」（殺虫・殺ダニ剤）の拡販により、増収となりました。この結果、当事業の売上高は82億70百万円

（前年同期比11億38百万円増）、営業利益は15億78百万円（同４億22百万円増）となりました。 

  

 医薬品事業 

  「リバロ」（高コレステロール血症治療薬）は、国内で順調にシェアが拡大しました。また、海外向け

販売も堅調に推移し、原薬の販売が増加しました。一方、開発中の新薬に関するライセンス一時金収入

（マイルストーン）はありませんでした。この結果、当事業の売上高は34億90百万円（前年同期比６億19

百万円増）、営業利益は19億50百万円（同５億12百万円増）となりました。 

  

 卸売事業 

  農薬などで販売が伸長しましたが、半導体関連製品の減少および円高の影響を受けたことにより、当事

業の売上高は119億18百万円（前年同期比３億57百万円増）、営業利益は３億56百万円（同６百万円減）

となりました。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析
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 その他の事業 

  肥料事業などの減収により、当事業の売上高は39億32百万円（前年同期比６億62百万円減）、営業損失

は１億22百万円（同１億39百万円減益）となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が減少したことなどにより、前連結会計年度末

比48億41百万円減の1,852億71百万円となりました。 

 負債合計も有利子負債残高、賞与引当金が減少したことなどから、前連結会計年度末比47億51百万円減

少し、657億16百万円となりました。 

 また、純資産は前連結会計年度末比90百万円減の1,195億54百万円となりました。この結果、自己資本

比率は前連結会計年度末比1.6ポイント増加し、64.0%になりました。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月1日～平成24年６月30日）の営業活動によるキャッシュ・フ

ローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、運転資金の増減などから法人税等の支払額を控除した

結果、57億86百万円の収入（前年同期は52億38百万円の収入）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、農業化学品部門などの設備投資を中心に28億37百万円の支出

（前年同期は31億68百万円の支出）となりました。 

 また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払、自己株式の取得などにより104億56百

万円の支出（前年同期は25億59百万円の支出）となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、換算差額１億23百万円を差し引き、前連結会計年度

末に比較して76億30百万円減少し、202億75百万円（前年同期は206億22百万円）となりました。 

  

  

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118号第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 

  

（２）財政状態の分析

（３）キャッシュ・フローの状況

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
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（1）基本方針の内容 

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念および企業価値の源泉

を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保し、向上さ

せることを真摯に目指すものでなければならないと考えております。 

  当社の株主は、市場における当社株式の自由な取引を通じて決定されるべきものでありますが、大規

模な買付行為の中には、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を著しく損なう買付行為もあり得、

このような買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切である

と考えております。 

  
（2）基本方針の実現に資する取組み 

当社グループは、「優れた技術と商品・サービスにより、環境との調和を図りながら、社会に貢献す

る」を企業理念としております。また、当社は、当社グループの各事業における独自技術および保有す

る製品に新たな価値を付加した製品を開発するために独自技術を有機的に組み合わせる総合力、ならび

に、かかる総合力を発揮する土壌となる社風が、当社の企業価値の源泉であると考えております。当社

は、このような企業理念および企業価値の源泉についての考え方に基づいて、中期経営計画

「Vista2015」を策定し、真の「価値創造型企業」としての実力を高めるための取組みを実施している

ことに加えて、経営の透明性向上、コンプライアンス体制強化、環境への一層の配慮、社会貢献活動の

推進等、企業としての社会的責任を果たすことにより、全てのステークホルダーから信頼される存在感

のある企業グループの実現に総力をあげて取組み、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の

確保・向上に努めております。 

  
（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み 

 当社は、平成23年6月28日開催の当社第141回定時株主総会の承認を得て、平成20年６月27日に導入し

た当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を一部変更のうえ更新しました。(以下

更新後の対応方針を「本プラン」といいます。) 

1）本プランの概要 

① 大規模買付ルールの設定 

当社は、本プランにおいて、当社株券等について株券等保有割合または株券等所有割合が20％以

上となる大規模買付行為を提案する大規模買付者に対し、株主の皆様がその提案に応じるか否かを

検討するために必要十分な情報を提供すること、および、大規模買付行為は当社取締役会が定めた

評価期間(大規模買付行為の方法および条件に応じて最大60日間または最大90日間)経過後または株

主の皆様の意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認株主総会」といいます。)における

対抗措置の発動の否決後に開始することを求める大規模買付ルールを定めております。 

② 大規模買付行為への対応方針 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、または、大規模買付ルールを遵守した場合

であっても当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう

と認められる場合など、必要性が認められる場合には、大規模買付者の大規模買付ルール遵守状況

により、独立委員会への諮問あるいは株主意思確認株主総会の一方または双方を経て相当な対抗措

置が発動されることがあります。 

③ 対抗措置の内容 

本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として、大規模買付者は行使できないなどの一定の

条件・条項等が付された新株予約権を、その時点の全ての株主の皆様に対して割り当てる新株予約

権の無償割当てによるものとします。 

④ 株主の皆様および投資家の皆様への影響 

当社が対抗措置として新株予約権の無償割当てを行った場合、および、新株予約権の行使等が行

われた場合において、大規模買付者以外の株主の皆様および投資家の皆様が保有する当社の株式全

体に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりませ

ん。他方、新株予約権の行使等に関しては差別的条件等が付されることが予定されているため、当

該行使等に際して、大規模買付者の法的権利等に不利益が発生する可能性があります。 

   （会社の支配に関する基本方針）
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2）本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、平成26年６月に開催予定の当社第144回定時株主総会終結の時までとしま

す。 

3）本プランの廃止および変更 

本プランの導入後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止もしくは

変更する旨の議案が承認された場合、または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランは廃止または変更されるものとします。 

  

（4）上記の取組みが、上記の基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものでなく、

当社の役員の地位の維持を目的とするものでないことに関する当社取締役会の判断およびその判断に係る

理由 

1）上記基本方針の実現に資する取組みについて 

当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的に、上記基本方針の実現に資する取組みを

実施しております。この取組みは、中長期的視点から当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益の確保・向上のための具体的な方策として行われているものであり、これを当社の株式の価値に適

正に反映させることで、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付

行為は困難になるものと考えられることから、上記の基本方針に沿うものであると考えております。

 したがいまして、この取組みは、上記の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利

益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えておりま

す。 

2）本プランについて 

本プランは、十分な情報の提供および十分な検討等の時間の確保の要請に応じない大規模買付者、

ならびに、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行う大

規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしています。したがいまして、本プランは、この

ような大規模買付行為を防止するものであり、上記の基本方針に照らして不適切な者によって当社の

財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、本プラン

においては、株主意思の反映、独立委員会の設置、対抗措置発動に係る客観的かつ合理的な要件の設

定等、当社取締役会による恣意的な運用を防止するための様々な合理的な制度および手続が確保され

ております。 

 したがいまして、本プランは、上記の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益

を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

  

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は31億63百万円であります。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更  

はありません。 

(５) 研究開発活動
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 360,000,000 

計 360,000,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成24年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 171,000,000 171,000,000 
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 171,000,000 171,000,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成24年４月１日～ 
平成24年６月30日 

― 171,000,000 ― 18,942 ― 13,567 

― 8 ―



  
(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。 

  
① 【発行済株式】 

平成24年３月31日現在 

 
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権40個）含

まれております。 

２．単元未満株式数には、当社所有の自己株式47株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成24年３月31日現在 

 
（注）平成24年６月30日現在の自己株式の所有株式は3,405,647株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

1.99％であります。 

  

前事業年度の有価証券報告書に記載した事項を除き、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半

期累計期間における役員の異動はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式  885,600 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 169,986,800 1,699,868 ―

単元未満株式 普通株式  127,600 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 171,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 1,699,868 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

日産化学工業株式会社 
東京都千代田区神田錦町
三丁目７番地１ 885,600 ― 885,600 0.52 

計 ― 885,600 ― 885,600 0.52 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月

１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、八重洲監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,906 20,275

受取手形及び売掛金 ※２  55,526 ※２  54,792

商品及び製品 24,374 24,685

仕掛品 47 517

原材料及び貯蔵品 4,987 5,098

その他 5,551 7,894

貸倒引当金 △10 △9

流動資産合計 118,383 113,255

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,893 20,475

その他（純額） 23,833 24,441

有形固定資産合計 44,726 44,916

無形固定資産   

のれん 1,746 1,589

その他 1,004 947

無形固定資産合計 2,751 2,536

投資その他の資産   

投資有価証券 22,325 21,835

その他 2,087 2,887

貸倒引当金 △160 △160

投資その他の資産合計 24,252 24,563

固定資産合計 71,729 72,016

資産合計 190,113 185,271

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２  17,281 ※２  16,365

短期借入金 27,847 24,499

未払法人税等 1,905 1,551

賞与引当金 1,745 512

役員賞与引当金 30 9

その他 7,906 9,070

流動負債合計 56,716 52,008

固定負債   

長期借入金 11,049 11,049

退職給付引当金 505 448

その他 2,197 2,209

固定負債合計 13,752 13,708

負債合計 70,468 65,716
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,942 18,942

資本剰余金 13,611 13,611

利益剰余金 86,507 88,726

自己株式 △1,072 △2,809

株主資本合計 117,988 118,469

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,021 1,609

為替換算調整勘定 △1,378 △1,466

その他の包括利益累計額合計 642 143

少数株主持分 1,014 941

純資産合計 119,645 119,554

負債純資産合計 190,113 185,271
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 36,550 38,416

売上原価 22,780 23,374

売上総利益 13,769 15,042

販売費及び一般管理費 8,556 8,701

営業利益 5,212 6,340

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 290 216

持分法による投資利益 206 143

その他 167 217

営業外収益合計 669 582

営業外費用   

支払利息 123 105

為替差損 130 198

その他 103 110

営業外費用合計 358 414

経常利益 5,524 6,508

特別利益 － －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純利益 5,524 6,508

法人税、住民税及び事業税 1,037 1,521

法人税等調整額 798 713

法人税等合計 1,836 2,235

少数株主損益調整前四半期純利益 3,688 4,273

少数株主利益 34 13

四半期純利益 3,653 4,259
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,688 4,273

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 135 △410

為替換算調整勘定 9 △105

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 144 △516

四半期包括利益 3,832 3,756

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,799 3,760

少数株主に係る四半期包括利益 32 △3
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,524 6,508

減価償却費 2,264 2,093

受取利息及び受取配当金 △295 △222

支払利息 123 105

固定資産処分損益（△は益） 34 29

売上債権の増減額（△は増加） 3,985 641

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,782 △953

仕入債務の増減額（△は減少） △1,324 △853

その他 △460 70

小計 8,068 7,420

利息及び配当金の受取額 295 222

利息の支払額 △52 △68

法人税等の支払額 △3,073 △1,787

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,238 5,786

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,658 △1,853

有形固定資産の除却による支出 △27 △25

短期貸付金の純増減額（△は増加） △439 △191

その他 △42 △767

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,168 △2,837

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 115 △2,843

長期借入金の返済による支出 △510 △490

配当金の支払額 △2,041 △2,041

少数株主への配当金の支払額 △121 △71

自己株式の取得による支出 △0 △1,737

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 － △3,262

その他 △2 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,559 △10,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △503 △7,630

現金及び現金同等物の期首残高 21,126 27,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  20,622 ※  20,275
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【会計方針の変更等】 

 
  

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

１ 保証債務 

従業員及び連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。 
  

 
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形 

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第１四半期連結会計期間末

日満期手形の金額は、次のとおりであります。                
  

 
  ３  貸出コミットメント 

当社及び連結子会社は、関係会社５社と極度貸付契約を締結し、貸付極度額を設定しております。こ

れらの契約に基づく当第１四半期連結会計期間末日の貸付未実行残高等は次のとおりであります。 
  

 
なお、貸付極度額の総額、貸付実行残高及び差引貸付未実行残高には外貨が含まれております。 

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  
  至  平成24年６月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる

損益に対する影響は軽微であります。 

 

 
前連結会計年度     

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

台湾日産化学股份有限公司 303百万円 288百万円

日本アンモニアターミナル㈱ 66 54 

従業員 10 10 

合計 379 353 

  

  

 
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

受取手形 364百万円 1,114百万円

支払手形 85 74 

  

  

 
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

貸付極度額の総額 3,706百万円 3,742百万円

貸付実行残高 75 259 

差引貸付未実行残高 3,631 3,483 
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(四半期連結損益計算書関係) 

記載すべき事項はありません。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との   

関係は下記のとおりであります。 
  

 
  

  
(株主資本等関係) 

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

  

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連

結会計期間の末日後となるもの 

  
該当事項はありません。 

  
当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

  

１．配当金支払額 

 
  
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連

結会計期間の末日後となるもの 

  
該当事項はありません。 

  

３．株主資本の金額の著しい変動 

会社法第165条２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

 当社は、平成24年５月15日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同第156条の規定に基づき、自己株式を買い受けることを決議いたしました。その結果、当

第１四半期連結累計期間において自己株式が1,737百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末におけ

る自己株式は、2,809百万円となっております。 
  

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日   
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日   
至 平成24年６月30日)

現金及び預金 20,622百万円 20,275百万円

現金及び現金同等物 20,622 20,275 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 2,041 12.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 2,041 12.00 平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 1.セグメント利益の調整額△416百万円には、セグメント間取引消去５百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△421百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。 

  
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 1.セグメント利益の調整額△311百万円には、セグメント間取引消去73百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△385百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。 

   (単位：百万円)

 報告セグメント

調整額 
(注) 1 

四半期
連結損
益計算
書計上
額 

 
化学品 
事業

機能性 
材料事業

農業
化学品 
事業

医薬品
事業

卸売事業
その他の
事業 
 

計 
 

売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 7,300 7,319 6,786 2,871 9,812 2,461 36,550 ― 36,550 

 (2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,076 1,361 345 ― 1,749 2,132 7,666 △7,666 ―

計 9,376 8,680 7,131 2,871 11,561 4,594 44,216 △7,666 36,550 

セグメント利益 
(営業利益） 988 1,667 1,155 1,437 363 16 5,629 △416 5,212 

   (単位：百万円)

 報告セグメント

調整額 
(注) 1 

四半期
連結損
益計算
書計上
額 

 
化学品 
事業

機能性 
材料事業

農業
化学品 
事業

医薬品
事業

卸売事業
その他の
事業 
 

計 
 

売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 6,966 8,241 7,727 3,490 10,048 1,941 38,416 ― 38,416 

 (2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,182 1,232 542 ― 1,870 1,990 7,817 △7,817 ―

計 9,148 9,473 8,270 3,490 11,918 3,932 46,234 △7,817 38,416 

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 
(営業利益又は営業損
失） 

766 2,122 1,578 1,950 356 △122 6,651 △311 6,340 
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は前第２四半期連結会計期間より、従来化学品事業セグメントに属していた無機材料と電子材料を統

合し、新たに機能性材料事業セグメントとする組織改訂を平成23年６月28日付で実施したことに伴い、報告

セグメントを変更しております。 

 前第１四半期連結累計期間の「報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報」に

ついては、セグメント区分変更後の数値に置き換えて表示しております。 

  
なお、変更後の各報告セグメントの主要製品は以下の通りです。 

  

 
  

報告セグメント 主要製品・分野

化学品事業 
基礎化学品（メラミン、硫酸、硝酸、アンモニア等） 

ファインケミカル（封止材用等特殊エポキシ、難燃剤、殺菌消毒剤等） 

機能性材料事業 

ディスプレイ材料（液晶表示用材料ポリイミド等） 

半導体材料（半導体用反射防止コーティング材等） 

無機コロイド（電子材料用研磨剤、各種表面処理剤等） 

農業化学品事業 農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、植物成長調整剤） 

医薬品事業 高コレステロール血症治療薬原薬 

卸売事業 卸売等 

その他の事業 
肥料（高度化成等）、造園緑化、環境調査、運送、 

プラントエンジニアリング等 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

 (自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 21.48円 25.14円

 （算定上の基礎） 

 四半期純利益（百万円） 3,653 4,259 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,653 4,259 

 期中平均株式数(株) 170,114,613 169,424,353 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成24年８月10日

日産化学工業株式会社 

取締役社長  木下 小次郎 殿 

  
 

  
 

  
 

  
 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日
産化学工業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平
成24年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正または誤謬による重要な虚偽表示
のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日産化学工業株式会社及び連結子会社の平
成24年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
八重洲監査法人 

代表社員 
業務執行社員 

公認会計士  原 田  一 雄  印    

代表社員 
業務執行社員 

公認会計士  三 井  智 宇  印    

業務執行社員 公認会計士  髙 城  慎 一  印    

  

(注) １.  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２.  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年８月14日 

【会社名】 日産化学工業株式会社 

【英訳名】 Nissan Chemical Industries, Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  木下 小次郎 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目７番地１ 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社取締役社長木下小次郎は、当社の第143期第１四半期(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30

日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし

た。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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